
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
祈
り
の
足
跡

高
森
大
乗

一
、
は
じ
め
に

法
華
経
を
も
て
い
の
ら
む
祈
は
必
ズ

祈
と
な
る
べ
し
（
『
祈
祷
鈔
』
六
六
七
頁
）

日
蓮
聖
人
の
「
祈
り
」
の
根
幹
は
、
す
べ
て
法
華
経
に
根
ざ
し
て
い
る
。
冒
頭
の
一
句
は
、
諸
宗
・
諸

経
の
祈
り
も
、
仏
説
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
「
一
往
の
祈
」
と
な
る
こ
と
を
提
示
し
た
上
で
、
就
中
、
法
華

経
に
依
っ
た
祈
り
は
、
真
に
仏
陀
神
明
の
本
意
に
叶
い
、
そ
の
守
護
を
被
っ
て
成
就
す
る
「
必
定
の
祈
」

と
な
る
旨
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
諸
宗
・
諸
経
の
「
一
往
の
祈
」
と
て
も
末
法
に
お
い
て
は
効
験
が
な
く
、
殊
更
に
法
華
経
を

蔑
ろ
に
し
た
謗
法
の
祈
り
は
喪
身
・
失
命
・
亡
国
に
直
結
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
日
蓮
聖
人
は
遺
文

の
随
所
に
実
例
を
挙
げ
て
論
証
し
て
い
る
（
１
）

。

で
は
、
な
ぜ
法
華
経
の
祈
り
に
は
効
験
が
あ
る
の
か
。
日
蓮
聖
人
は
、
法
華
経
に
基
づ
い
た
祈
り
が
必

ず
成
就
す
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

仏
さ
ま
ざ
ま
の
難
を
ま
ぬ
か
れ
て
御
年
七
十
二
歳
、
仏
法
を
説
キ

始
ら
れ
て
四
十
二
年
と
申
せ
し

に
、
中
天
竺
王
舎
城
の
丑
寅
耆
闍
崛
山
と
申
す
山
に
し
て
、
法
華
経
を
説
キ

始
ら
れ
て
八
年
ま
で

説
カ

せ
給
て
、
東
天
竺
倶
尸
那
城
跋
提
河
の
辺
に
し
て
御
年
八
十
と
申
せ
し
、
二
月
十
五
日
の
夜

半
に
御
涅
槃
に
入
ラ

せ
給
ヒ

き
。
而
リ

と
い
へ
ど
も
御
悟
を
ば
法
華
経
と
説
キ

を
か
せ
給
へ
ば
、
此
経

の
文
字
は
即
釈
迦
如
来
の
御
魂
也
。
一
一
の
文
字
は
仏
の
御
魂
な
れ
ば
、
此
経
を
行
ぜ
ん
人
を
ば

釈
迦
如
来
我
御
眼
の
如
く
ま
ほ
り
給
フ

べ
し
。人
の
身
に
影
の
そ
へ
る
が
ご
と
く
そ
は
せ
給
フ

ら
ん
。

い
か
で
か
祈
と
な
ら
せ
給
は
ざ
る
べ
き
（
『
祈
祷
鈔
』
六
七
〇
～
六
七
一
頁
）

つ
ま
り
、
釈
尊
の
随
自
意
教
で
あ
る
法
華
経
こ
そ
が
、
一
切
経
中
唯
一
の
釈
尊
の
本
意
・
本
懐
で
あ
り
、

そ
の
本
意
に
叶
っ
た
祈
り
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
釈
尊
の
直
接
的
な
庇
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
釈
尊
の
円
満
な
る
中
道
の
覚
悟
が
示
さ
れ
た
法
華
経
だ
け
に
具
わ
っ
た
功
力

と
も
い
え
る
。
法
華
経
の
行
者
の
祈
り
が
、
仏
陀
神
明
の
護
念
と
感
応
道
交
し
て
即
応
す
る
こ
と
は
次
の

よ
う
な
譬
説
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

法
華
経
の
行
者
の
祈
る
祈
は
、
響
の
音
に
応
ず
る
が
ご
と
し
。
影
の
体
に
そ
え
る
が
ご
と
し
。
す

め
る
水
に
月
の
う
つ
る
が
ご
と
し
。
方
諸
の
水
を
ま
ね
く
が
ご
と
し
。
磁
石
の
鉄
を
す
う
が
ご
と

し
。
琥
珀
の
塵
を
と
る
が
ご
と
し
。
あ
き
ら
か
な
る
鏡
の
物
の
色
を
う
か
ぶ
る
が
ご
と
し
（
『
祈

祷
鈔
』
六
七
三
頁
）

す
な
わ
ち
、
法
華
行
者
の
祈
念
と
仏
陀
神
明
の
守
護
は
相
即
不
二
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
、
法
華
経
と
釈
尊
と
行
者
の
三
事
が
相
応
す
る
こ
と
で
所
願
成
就
す
る
こ
と
は
、『
新
田
殿
御
書
』

に
お
い
て
、

経
ハ

法
華
経
、
顕
密
第
一
ノ

大
法
也
。
仏
ハ

釈
迦
仏
、
諸
仏
第
一
ノ

上
仏
也
。
行
者
ハ

相

似
タ
リ

法
華
経
行

二

者
ニ

、
三
事
既
ニ

相
応
ス

。
檀
那
ノ

一
願
必
ズ

成
就
セ
ン

歟
（
一
七
五
二
頁
）

一

と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
如
上
の
信
念
の
も
と
に
、
日
蓮
聖
人
自
身
も
祈
念
・
祈
願
の
実
践
を
行
っ
て
き
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
「
祈
り
」
や
「
願
い
」
に
は
、
自
ら
願
を
起
し
て
志
を
成
し
遂
げ
よ

う
と
誓
う
「
誓
願
」
「
立
願
」
と
、
仏
菩
薩
・
諸
天
善
神
あ
る
い
は
法
華
経
そ
の
も
の
な
ど
に
願
を
か
け

祈
り
を
捧
げ
る
「
祈
願
」
「
祈
念
」
「
祈
請
」
「
祈
祷
」
と
が
み
え
る
。
し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
神

仏
に
願
を
か
け
る
場
合
も
含
ま
れ
る
の
で
、
両
者
を
明
瞭
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
祈
り
の



内
容
も
、
知
恩
報
恩
の
た
め
の
立
志
発
願
、
門
弟
教
化
に
お
け
る
祈
祷
修
法
、
追
善
菩
提
や
霊
山
往
詣
の

祈
念
な
ど
多
岐
に
亘
る
。
本
稿
で
は
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
祈
り
の
足
跡
を
、
祖
伝
の
時
系
列
順
に
整
理

し
、
四
恩
報
謝
や
門
弟
教
化
に
お
け
る
祈
祷
の
事
跡
に
つ
い
て
日
蓮
遺
文
の
記
述
を
中
心
に
考
察
を
加
え

て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
中
の
日
蓮
遺
文
の
出
典
頁
は
、
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（
身

延
山
久
遠
寺
、
平
成
一
二
年
）
に
よ
る
。

二
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
祈
り
の
足
跡

ま
ず
は
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
祈
り
の
足
跡
を
整
理
し
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と

し
て
は
、
石
川
教
張
稿
「
日
蓮
聖
人
の
祈
り
」（
２
）

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
先
行
研
究
を
参
考
に

し
つ
つ
、
主
に
真
蹟
遺
文
中
に
み
ら
れ
る
日
蓮
聖
人
の
祈
願
の
事
蹟
を
時
系
列
に
整
序
し
、
ま
た
石
川
論

攷
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
の
他
の
祈
り
の
足
跡
を
補
足
し
て
考
察
を
試
み
た
い
。

（
１
）
智
者
立
願

日
蓮
聖
人
は
、
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
、
一
二
歳
の
時
に
、
初
等
教
育
を
受
け
る
た
め
に
安
房
国
清

澄
寺
に
入
山
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
入
山
の
動
機
は
定
か
で
な
い
が
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
創
建
の
小

湊
西
蓮
寺
（
天
台
宗
）
に
は
、
興
味
深
い
所
伝
が
あ
る
。
西
蓮
寺
は
、
幼
少
の
日
蓮
聖
人
が
道
善
房
の
預

か
り
と
な
っ
て
十
二
年
間
を
過
ご
し
た
霊
跡
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
同
寺
境
内
の
「
妙
宗
信
女
塔
」
と
呼
ば

れ
る
宝
篋
印
塔
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
薬
王
丸
の
乳
母
と
さ
れ
る
「
雪
女
」
な
る
人
物
が
、
天
福
元
年
（
一

二
三
三
）
三
月
一
六
日
に
歿
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
所
伝
で
は
、
同
年
五
月
一
二
日
に
、
日
蓮
聖
人

は
道
善
房
に
導
か
れ
て
清
澄
寺
に
入
門
す
る
が
、
乳
母
の
死
去
が
仏
門
に
入
る
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
も

あ
る
。

入
山
の
動
機
は
と
も
あ
れ
、
日
蓮
聖
人
は
、
一
二
歳
の
時
、
清
澄
寺
本
尊
の
虚
空
蔵
菩
薩
に
対
し
て
、

「
日
本
第
一
の
智
者
と
な
し
給
へ
」（
『
善
無
畏
三
蔵
鈔
』
四
七
三
頁
、『
清
澄
寺
大
衆
中
』
一
一
三
三
頁
、

『
破
良
観
等
御
書
』
一
二
八
三
頁
）
と
願
を
か
け
た
。
そ
れ
は
、
記
憶
力
を
増
幅
す
る
求
聞
持
法
を
修
す

に
あ
た
っ
て
の
発
願
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
、
日
蓮
聖
人
は
「
生
身
の
虚
空
蔵
菩
薩
」
よ

り
智
慧
の
宝
珠
を
授
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
（
『
清
澄
寺
大
衆
中
』
一
一
三
三
頁
）
。
こ
の
立
志
発
願
は
、

若
き
日
の
日
蓮
聖
人
の
学
問
的
志
向
を
表
す
も
の
と
い
え
る
。

（
２
）
求
法
の
願

日
蓮
聖
人
は
、
一
六
歳
の
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）、
道
善
房
の
も
と
で
出
家
す
る
（
３
）

。
出
家
当
初
の

立
志
に
つ
い
て
、『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
で
は

此
度
い
か
に
も
し
て
仏
種
を
も
う
へ
、
生
死
を
離
る
る
身
と
な
ら
ん
と
思
ヒ

て
候
し
程
に
（
略
）
い

さ
ゝ
か
の
事
あ
り
て
、
此
事
を
疑
ヒ

し
故
に
一
の
願
を
お
こ
す
。
日
本
国
に
渡
れ
る
処
の
仏
経
並
に

菩
薩
の
論
と
人
師
の
釈
と
を
習
ヒ

見
候
は
ば
や
。（
略
）
所
詮
肝
要
を
知
る
身
と
な
ら
ば
や
と
思
ヒ

（
後

略
）（
一
五
五
三
頁
）

と
、
「
い
さ
ゝ
か
の
事
」
の
疑
念
を
晴
ら
す
た
め
に
、
一
切
の
経
論
釈
疏
等
を
披
閲
研
鑽
し
、
仏
道
の
肝

要
を
求
め
ん
と
す
る
求
法
の
願
を
立
て
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
日
蓮
聖
人
は
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
に
鎌
倉
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
京
畿
に
遊

学
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
永
年
に
亘
る
諸
宗
研
鑽
の
過
程
で
、
人
師
の
説
に
よ
ら
ず
、
釈
尊
の
本
懐
を
探
求



す
る
求
法
の
誓
願
を
立
て
た
と
い
わ
れ
る
。
具
に
は
、『
報
恩
抄
』
に
お
い
て
、

父
母
・
師
匠
等
に
随
ハ

ず
し
て
仏
法
を
う
か
が
ひ
し
程
に
、
一
代
聖
教
を
さ
と
る
べ
き
明
鏡
十
あ
り
。

所
謂
倶
舎
・
成
実
・
律
宗
・
法
相
・
三
論
・
真
言
・
華
厳
・
浄
土
・
禅
宗
・
天
台
法
華
宗
な
り
。
此

の
十
宗
を
明
師
と
し
て
一
切
経
の
心
を
し
る
べ
し
。
（
略
）
此
を
習
ヒ

ほ
ど
ひ
て
、
我
が
み
（
身
）

も
助
け
、
人
を
も
み
ち
び
か
ん
と
を
も
ひ
て
、
習
ひ
み
る
ほ
ど
に
、
大
乗
の
七
宗
い
づ
れ
も
い
づ
れ

も
自
讃
あ
り
。
（
略
）
い
か
ん
か
せ
ん
と
疑
ヒ
シ

と
こ
ろ
に
、
一
の
願
を
立
ツ

。
我
れ
八
宗
十
宗
に
随

は
じ
（
一
一
九
三
～
一
一
九
四
頁
）

と
記
さ
れ
る
如
き
で
あ
る
。
四
恩
報
謝
の
た
め
棄
恩
入
無
為
の
志
で
父
母
・
師
匠
の
思
い
に
随
わ
ず
、
釈

尊
の
真
実
の
教
え
を
求
め
た
結
果
、
依
法
不
依
人
・
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
の
態
度
に
目
覚
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
三
大
誓
願

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
春
、
遊
学
を
終
え
て
清
澄
寺
に
戻
っ
た
日
蓮
聖
人
は
、
永
年
の
研
鑽
の
成
果

を
師
匠
・
法
兄
・
父
母
・
信
徒
の
前
で
発
表
し
た
。
後
に
日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
と
呼
ば
れ
る
事
蹟
で
あ

る
。
開
宗
の
地
を
清
澄
に
定
め
た
理
由
に
は
、
父
母
・
師
匠
へ
の
報
恩
の
み
な
ら
ず
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
恩

に
報
ず
る
た
め
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
（
『
清
澄
寺
大
衆
中
』
一
一
三
四
頁
ほ
か
）
。

言
わ
ば
受
難
必
定
、
言
わ
ざ
れ
ば
後
生
堕
獄
の
二
律
背
反
の
苦
悩
の
末
、「
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
」

（
『
開
目
抄
』
五
五
七
頁
）
と
決
心
し
、
「
本
ト

願
を
立
ツ

（
略
）
智
者
に
我
義
や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
イ

じ
と
な

り
（
略
）
我
レ

日
本
の
柱
と
な
ら
む
、
我
レ

日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
、
我
レ

日
本
の
大
船
と
な
ら
む
、
等
と

ち
か
い
し
願
、
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
開
目
抄
』
六
〇
一
頁
）
と
の
不
退
転
の
決
意
で
「
三
大
誓
願
」

の
願
行
を
立
て
た
こ
と
が
述
懐
さ
れ
て
い
る
。

立
教
開
宗
は
、
『
清
澄
寺
大
衆
中
』
（
一
一
三
四
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
建
長
五
年
三
月
二
十
八
日
」
に
清

澄
寺
の
「
道
善
之
房
持
仏
堂
の
南
面
」
に
お
い
て
浄
円
房
ら
清
澄
寺
大
衆
（
出
家
）
を
対
告
と
し
て
行
わ

れ
、
『
聖
人
御
難
事
』
（
一
六
七
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
翌
「
四
月
二
十
八
日
」
に
「
諸
仏
坊
の
持
仏
堂
の

南
面
」
に
て
恐
ら
く
は
清
澄
寺
の
信
者
等
を
主
な
対
告
と
し
て
行
わ
れ
た
。
立
教
開
宗
で
は
法
華
勧
奨
と

併
せ
て
痛
烈
な
念
仏
批
判
も
行
っ
た
た
め
、
念
仏
信
者
で
地
頭
の
東
条
景
信
の
不
興
を
買
い
、
日
蓮
聖
人

は
同
寺
を
追
放
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
の
時
、
日
蓮
聖
人
が
日
本
国
を
救
わ
ん
が
た
め
に
題
目
五
字
七
字
の
広
宣
流
布
に
専
心
す
る

決
意
を
抱
い
た
こ
と
は
、『
諫
暁
八
幡
抄
』
に
お
い
て
も

今
日
蓮
は
去
ヌ
ル

建
長
五
年
癸丑

四
月
二
十
八
日
よ
り
、
今
年
弘
安
三
年
太
歳

庚
辰

十
二
月
に
い
た
る
ま
で
二
十

八
年
が
間
、
又
他
事
な
し
。
只
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
五
字
を
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
口
に
入
レ
ン

と
は

げ
む
計
リ

な
り
（
一
八
四
四
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
４
）
立
正
安
国
の
願

文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
七
月
一
六
日
、
日
蓮
聖
人
は
『
立
正
安
国
論
』
を
寺
社
奉
行
の
宿
屋
行
時
（
最

信
）
を
介
し
て
鎌
倉
幕
府
前
執
権
北
条
時
頼
に
上
奏
し
た
。
本
書
は
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
八
月
二

三
日
の
正
嘉
大
地
震
と
、
そ
の
後
も
続
発
す
る
災
難
を
契
機
に
、
天
変
地
夭
の
実
状
を
仏
典
に
照
ら
し
合

わ
せ
、
災
難
興
起
の
根
源
を
究
明
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
方
策
を
打
ち
立
て
た
勘
文
の
書
で
あ
っ
た
。
為

政
者
に
対
し
て
、
「
若
欲
セ
バ

先
安
ジ
テ

国
土
ヲ

而
祈
ラ
ン
ト

現
当
ヲ

者
、
速
ニ

回
シ

情
慮
ヲ

怱
ギ
テ

加
ヘ
ヨ

対
治
ヲ

」
（
二
二

下

二

一

中

下

二

一

二

一



五
頁
）
と
の
英
断
を
迫
り
、
国
土
の
安
穏
と
我
々
の
現
安
後
善
の
た
め
に
は
、
邪
法
・
小
法
の
万
祈
に
頼

ら
ず
、
正
法
に
も
と
づ
い
た
営
み
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

後
に
「
三
度
の
か
う
み
や
う
（
高
名
）
」
（
『
撰
時
抄
』
一
〇
五
三
頁
）
と
自
ら
名
付
け
た
、
本
書
上
奏

を
は
じ
め
と
す
る
国
家
諫
暁
の
行
為
に
は
、
す
べ
て
「
立
正
安
国
」
の
願
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
思

い
は
、
生
涯
不
動
の
信
念
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

（
５
）
地
頭
除
病
の
祈
願

『
立
正
安
国
論
』
上
奏
を
は
じ
め
と
す
る
幕
政
批
判
・
諸
宗
批
判
の
言
動
等
が
反
社
会
的
行
動
（
『
関

東
御
成
敗
式
目
』
一
二
条
の
「
悪
口
の
咎
」
）
と
判
断
さ
れ
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
五
月
一
二
日
、

日
蓮
聖
人
は
、
幕
府
の
手
に
捕
ら
え
ら
れ
て
伊
豆
配
流
と
な
る
。
伊
豆
国
伊
東
の
地
頭
伊
東
祐
光
の
預
か

り
と
な
っ
た
日
蓮
聖
人
で
あ
る
が
、
同
年
六
月
頃
、
祐
光
よ
り
除
病
の
祈
祷
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮

聖
人
は
、
念
仏
宗
を
棄
て
て
法
華
経
に
帰
依
す
る
こ
と
を
条
件
で
祈
っ
た
が
、
そ
の
効
験
に
よ
り
病
気
が

平
癒
し
た
の
で
、
そ
の
礼
と
し
て
伊
東
の
海
中
涌
現
の
立
像
釈
迦
像
を
贈
ら
れ
た
。
以
後
、
本
像
は
、
日

蓮
聖
人
生
涯
の
持
仏
（
随
身
仏
）
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
真
蹟
遺
文
中
に
は
祈
祷
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
の
詳
述
は
な
い
が
、
当
病
平
癒
を
祈
念
し
た

こ
と
と
、
そ
の
後
、
伊
東
祐
光
が
退
転
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、『
弁
殿
御
消
息
』
に

伊
東
の
八
郎
ざ
ゑ
も
ん
、
今
は
し
な
の
（
信
濃
）
の
か
み
は
げ
ん
（
現
）
に
し
に
（
死
）
た
り
し
を
、

い
の
り
い
け
（
活
）
て
、
念
仏
者
等
に
な
る
ま
じ
き
よ
し
明
性
房
に
を
く
た
り
し
が
、
か
へ
り
て
念

仏
者
真
言
師
に
な
り
て
無
間
地
獄
に
堕
チ

ぬ
。
の
と
房
は
げ
ん
に
身
か
た
で
候
し
が
、
世
間
の
を
そ

ろ
し
さ
と
申
し
、
よ
く
と
申
し
、
日
蓮
を
す
つ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
た
き
と
な
り
候
ぬ
（
一
一
九
〇

～
一
一
九
一
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
所
領
争
い
の
起
請

日
本
史
上
初
の
武
家
政
権
と
な
っ
た
鎌
倉
幕
府
は
、
組
織
の
機
構
自
体
は
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

諸
国
の
支
配
体
制
は
や
や
複
雑
だ
っ
た
。
封
建
時
代
か
ら
続
く
朝
廷
の
公
領
を
定
め
た
荘
園
制
の
上
に
幕

府
の
支
配
体
制
で
あ
る
守
護
・
地
頭
制
度
が
成
り
立
っ
て
い
た
た
め
、
幕
府
と
朝
廷
が
と
も
に
土
地
を
支

配
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
荘
園
領
主
と
御
家
人
と
の
間
で
所
領
を
め
ぐ
る
係
争
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い

う
。安

房
国
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
日
蓮
聖
人
は
、
領
家
（
東
北
庄
の
荘
園
領
主
）
と
地
頭
の
東
条
景
信

と
の
領
地
争
い
に
関
与
し
、
領
家
側
に
加
担
し
て
勝
訴
し
て
い
る
。
領
家
は
、
日
蓮
聖
人
が
親
子
と
も
ど

も
世
話
に
な
っ
た
「
日
蓮
が
重
恩
の
人
」（
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
八
六
九
頁
）
で
あ
る
。

東
条
景
信
は
、
東
北
庄
を
領
有
し
よ
う
と
し
た
の
み
な
ら
ず
、
清
澄
寺
・
二
間
寺
の
住
僧
を
す
べ
て
念

仏
者
に
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
、『
清
澄
寺
大
衆
中
』
に
詳
し
い
。

東
条
左
衛
門
景
信
が
悪
人
と
し
て
清
澄
の
か
い
し
ゝ
（
飼
鹿
）
等
を
か
り
（
狩
）
と
り
、
房
々
の
法

師
等
を
念
仏
者
の
所
従
に
し
な
ん
と
せ
し
に
、
日
蓮
敵
を
な
し
て
領
家
の
か
た
う
ど
と
な
り
、
清
澄

・
二
間
の
二
箇
の
寺
、
東
条
が
方
に
つ
く
な
ら
ば
日
蓮
法
華
経
を
す
て
ん
と
、
せ
い
じ
ょ
う
の
起
請

を
か
い
て
、
日
蓮
が
御
本
尊
の
手
に
ゆ
い
（
結
）
つ
け
て
い
の
り
て
、
一
年
が
内
に
両
寺
は
東
条
が

手
を
は
な
れ
候
し
な
り
。
此
事
は
虚
空
蔵
菩
薩
も
い
か
で
か
す
て
さ
せ
給
べ
き
（
一
一
三
五
頁
）

日
蓮
聖
人
は
、
本
尊
に
起
請
文
を
結
い
つ
け
て
係
争
の
勝
訴
を
祈
願
し
、
祈
り
が
成
就
し
た
と
述
べ
て



い
る
が
、
こ
の
時
に
結
い
つ
け
た
本
尊
が
随
身
仏
で
あ
っ
た
か
否
か
は
明
瞭
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
領

地
係
争
が
お
き
た
の
は
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
の
小
松
原
法
難
の
直
前
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
一
説

に
立
教
開
宗
直
後
の
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
頃
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
悲
母
蘇
生
の
祈
り

伊
豆
配
流
を
赦
免
さ
れ
た
翌
年
、
日
蓮
聖
人
は
安
房
国
に
帰
郷
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
明
白
で
は
な

い
が
、
一
説
に
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
九
月
頃
（
『
当
世
念
仏
者
無
間
地
獄
事
』
三
一
一
頁
）
と
も
い

わ
れ
る
（
４
）

。

帰
省
に
あ
た
り
、
病
床
に
伏
し
た
母
の
病
を
祈
り
に
よ
っ
て
治
し
、
更
に
寿
命
を
四
年
延
ば
し
た
と
す

る
悲
母
蘇
生
の
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
可
延
定
業
御
書
』
に

当
時
の
女
人
の
法
花
経
を
行
じ
て
定
業
を
転
ズ
ル

こ
と
は
秋
ノ

稲
米
・
冬
ノ

菊
花
、
誰
か
を
ど
ろ
く
べ
き
、

さ
れ
ば
日
蓮
悲
母
を
い
の
り
て
候
ヒ

し
か
ば
、
現
身
に
病
を
い
や
す
の
み
な
ら
ず
、
四
箇
年
の
寿
命

を
の
べ
た
り
（
八
六
二
頁
）

と
述
懐
さ
れ
る
如
き
で
あ
る
。

な
お
こ
の
時
の
修
法
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
法
華
経
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
「
病
即
消
滅
不
老
不
死
」

の
経
文
を
読
誦
し
浄
水
に
と
い
で
飲
ま
せ
た
話
が
、
日
朗
代
筆
と
伝
え
ら
れ
る
『
伯
耆
公
御
房
消
息
』
に
、

然
ル

に
聖
人
の
御
乳
母
の
ひ
と
ゝ
せ
（
一
年
）
御
所
労
御
大
事
に
な
ら
せ
給
い
候
て
、
や
が
て
死
ナ

せ

給
い
て
候
し
時
、
此
ノ

経
文
を
あ
そ
ば
し
候
て
、
浄
水
を
も
つ
て
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
い
て
候
ヒ

し
か
ば
、

時
を
か
へ
ず
い
き
か
へ
ら
せ
給
い
て
候
フ

経
文
也
（
一
九
〇
九
頁
）

と
み
え
る
。

（
８
）
広
宣
流
布
の
願

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
一
月
の
蒙
古
の
国
書
到
来
を
契
機
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
活
動
は
際
立
っ
て

く
る
。
同
年
三
月
、
弱
冠
一
八
歳
で
北
条
時
宗
が
八
代
執
権
に
就
任
す
る
と
、
日
蓮
聖
人
は
、
『
安
国
論

副
状
』
を
製
し
『
立
正
安
国
論
』
上
奏
の
準
備
を
す
す
め
る
。
た
だ
し
三
度
の
高
名
の
第
二
の
国
諫
に
は

数
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
上
奏
は
見
送
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
四

月
五
日
に
は
、
『
立
正
安
国
論
』
撰
述
の
由
来
を
『
安
国
論
御
勘
由
来
』
に
し
た
た
め
、
法
鑒
房
（
一
説

に
平
頼
綱
の
父
盛
綱
）
に
送
り
、
対
蒙
古
政
策
の
宗
教
的
解
決
を
進
言
し
た
。

一
方
、
幕
府
は
、
国
書
を
た
だ
ち
に
朝
廷
に
取
り
次
ぎ
、
あ
わ
せ
て
讃
岐
国
の
御
家
人
に
異
敵
に
備
え

る
よ
う
命
じ
、
朝
廷
も
西
大
寺
叡
尊
等
に
命
じ
て
四
天
王
寺
に
て
蒙
古
調
伏
の
祈
祷
を
修
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
後
も
、
幕
府
と
朝
廷
は
、
諸
国
の
寺
社
に
蒙
古
調
伏
の
祈
祷
を
命
じ
、
ま
た
幕
府
は
、
文
永
八
年
（
一

二
七
一
）
九
月
一
三
日
、
鎮
西
に
所
領
の
あ
る
御
家
人
の
西
下
を
命
じ
、
対
蒙
古
政
策
を
整
え
て
い
っ
た
。

因
み
に
、
こ
の
前
日
、
鎌
倉
の
日
蓮
教
団
に
大
打
撃
を
与
え
た
龍
口
法
難
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

国
内
に
お
け
る
悪
党
鎮
圧
が
蒙
古
防
衛
政
策
の
一
環
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。外

寇
の
危
機
が
迫
る
中
、
日
蓮
聖
人
は
、『
別
当
御
房
御
返
』
に
お
い
て
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
を
日
本
国
に
ひ
ろ
め
、
震
旦
高
麗
ま
で
も
及
ブ

べ
き
よ
し
の
大
願
を
は
ら

み
て
、
其
ノ

願
の
満
ス

べ
き
し
る
し
に
や
。
大
蒙
古
国
の
牒
状
し
き
り
に
あ
り
て
、
此
ノ

国
の
人
ご
と

の
大
な
る
歎
キ

と
み
へ
候
（
八
二
七
～
八
二
八
頁
）

と
、
題
目
の
一
閻
浮
提
広
宣
流
布
の
願
が
成
就
す
る
兆
し
で
あ
る
と
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。



（
９
）
新
年
の
祝
祷

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
一
一
月
二
八
日
付
の
『
金
吾
殿
御
返
事
』
に
は
、
同
月
の
天
台
大
師
講
に
あ

た
り
供
養
の
品
を
贈
っ
た
四
条
頼
基
に
対
し
て
返
礼
の
書
を
送
り
、
「
止
観
ノ

五
、
正
月
一
日
よ
り
よ
み

候
て
、
現
世
安
穏
後
生
善
処
と
祈
請
仕
リ

候
」
（
四
五
八
頁
）
と
、
明
く
る
正
月
に
は
『
摩
訶
止
観
』
第

五
を
読
誦
し
て
現
安
後
善
を
祈
請
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
新
年
の
祝
祷
と
し
て
、
こ
う
し
た
営
み
が

修
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

（

）
祈
雨
争
い

10
北
条
業
時
に
よ
り
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
に
鎌
倉
多
宝
寺
に
招
請
さ
れ
、
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

に
極
楽
寺
に
移
っ
た
律
宗
の
良
観
房
忍
性
は
、
慈
善
事
業
・
貧
者
救
済
の
持
戒
の
僧
と
し
て
名
高
か
っ
た

が
、
日
蓮
聖
人
は
、
忍
性
の
資
金
調
達
の
た
め
関
米
を
徴
収
さ
れ
た
庶
民
の
窮
状
を
訴
え
、
そ
の
偽
善
を

非
難
す
る
な
ど
（
『
聖
愚
問
答
鈔
』
三
五
四
頁
）
、
当
初
よ
り
忍
性
と
彼
を
重
用
す
る
幕
府
に
対
す
る
批

判
を
強
く
し
て
い
た
。

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
夏
、
東
国
に
旱
魃
が
続
い
た
た
め
、
幕
府
は
極
楽
寺
の
忍
性
に
命
じ
て
祈
雨

の
修
法
を
行
わ
せ
、
忍
性
は
極
楽
寺
・
多
宝
寺
の
僧
侶
を
動
員
し
て
こ
れ
に
あ
た
っ
た
。
時
に
日
蓮
聖
人

は
、
も
し
七
日
の
内
に
雨
が
降
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
捨
て
て
忍
性
の
弟
子
に
な
ろ
う
し
、
も
し
降

ら
な
け
れ
ば
、
法
華
経
に
帰
入
せ
よ
と
言
い
送
っ
た
が
、
つ
い
に
雨
は
降
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

六
月
一
八
日
か
ら
七
月
四
日
ま
で
か
え
っ
て
暴
風
に
悩
ま
さ
れ
た
（
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
九
六
四
頁
、

『
下
山
御
消
息
』
一
三
一
二
頁
）
。

こ
の
祈
雨
争
い
の
場
合
、
日
蓮
聖
人
は
実
際
に
は
祈
雨
を
修
し
て
い
な
い
が
、
邪
法
に
基
づ
く
修
法
に

霊
験
が
な
い
こ
と
の
現
証
を
示
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

（

）
八
幡
社
頭
諫
言

11
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
九
月
一
二
日
申
刻
、
日
蓮
聖
人
は
逮
捕
さ
れ
、
酉
刻
に
な
っ
て
佐
渡
流
罪
が

言
い
渡
さ
れ
た
。
そ
の
裁
決
は
、
日
蓮
聖
人
に
よ
れ
ば
「
外
に
は
遠
流
と
聞
ヘ

し
か
ど
も
内
に
は
頸
を
切
ル

」

（
『
下
山
御
消
息
』
一
三
三
二
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
の
西
へ
と
連
行
さ
れ
る
途
上
、
日
蓮

聖
人
は
、
若
宮
大
路
か
ら
鶴
岡
八
幡
宮
を
仰
ぎ
、
八
幡
社
頭
諫
言
を
行
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
『
種
種
御
振

舞
御
書
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
日
蓮
聖
人
は
、

い
か
に
八
幡
大
菩
薩
は
ま
こ
と
の
神
か
。
（
略
）
今
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
。
其

上
身
に
一
分
の
あ
や
ま
ち
な
し
。
日
本
国
の
一
切
衆
生
ノ

法
華
経
を
謗
じ
て
無
間
大
城
に
お
つ
べ
き

を
、
た
す
け
ん
が
た
め
に
申
ス

法
門
な
り
。
（
略
）
い
そ
ぎ
い
そ
ぎ
こ
そ
誓
状
の
宿
願
を
と
げ
さ
せ

給
フ

べ
き
に
、
い
か
に
此
処
に
は
を
ち
あ
わ
せ
給
ハ

ぬ
ぞ
、
と
た
か
だ
か
と
申
ス

（
九
六
五
～
九
六
六

頁
）

と
、
八
幡
大
菩
薩
は
法
華
経
行
者
守
護
の
誓
願
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
諫
言
し
た
と
い
う
。
『
立
正

安
国
論
』
の
国
家
諫
暁
に
対
し
て
、
八
幡
社
頭
諫
言
は
国
神
諫
暁
に
あ
た
り
、
そ
の
態
度
は
、
後
年
の
『
諫

暁
八
幡
抄
』
に
も
表
れ
て
い
る
。
尚
、
こ
の
諫
言
が
祈
り
と
な
っ
て
通
じ
た
の
か
、
日
蓮
聖
人
は
龍
口
頸

の
座
で
の
斬
罪
を
免
れ
て
い
る
（
５
）

。

（

）
月
天
子
諫
暁
と
星
降
り
の
奇
跡

12



龍
口
頸
の
座
の
危
難
を
免
れ
、
依
智
に
到
着
し
た
日
蓮
聖
人
は
、
数
日
こ
こ
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
の

ち
、
佐
渡
へ
出
立
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
依
智
滞
在
は
以
外
に
長
く
、
実
に
当
地
を
発
っ
た
の
は
一
〇

月
一
〇
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
蓮
聖
人
は
、
九
月
一
三
日
の
夜
、
十
三
夜
の
月
に
対
し
て
行
者
不
守
護

の
理
由
を
問
い
糾
す
月
天
子
諫
暁
を
行
っ
て
い
る
。

す
る
と
そ
の
念
が
通
じ
た
の
か
、
梅
の
霊
木
に
「
天
よ
り
明
星
の
如
ク

な
る
大
星
下
リ

て
前
の
梅
の
木
の

枝
に
か
か
り
て
あ
り
し
か
ば
、
も
の
ゝ
ふ
ど
も
皆
ゑ
ん
（
縁
）
よ
り
と
び
を
り
、
或
は
大
庭
に
ひ
れ
ふ
し
、

或
は
家
の
う
し
ろ
へ
に
げ
ぬ
」
（
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
九
七
〇
頁
）
と
い
う
、
依
智
の
星
下
り
の
奇
跡

が
お
き
た
と
い
う
。

（

）
諸
天
守
護
の
祈
り

13
日
蓮
聖
人
は
、
佐
渡
の
配
流
生
活
中
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
諸
天
諫
暁
を
行
っ
て
い
る
。

『
光
日
房
御
書
』
（
一
五
四
～
一
一
五
五
頁
）
で
は
、
諸
天
が
法
華
行
者
守
護
を
誓
っ
た
仏
前
の
起
請

を
果
た
さ
な
い
こ
と
は
、
諸
天
に
よ
る
行
者
守
護
を
説
い
た
法
華
経
を
、
妄
語
の
説
に
貶
め
る
罪
を
犯
す

こ
と
に
な
る
と
糾
弾
し
た
と
い
う
。

こ
の
諫
言
が
天
に
通
じ
た
の
か
、
北
条
時
頼
の
嫡
子
で
八
代
執
権
に
就
任
し
た
北
条
時
宗
に
対
し
て
、

長
男
で
あ
り
な
が
ら
庶
子
す
な
わ
ち
庶
長
子
で
あ
っ
た
た
め
執
権
を
継
げ
な
か
っ
た
北
条
時
輔
が
、
文
永

九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
に
鎌
倉
と
京
都
で
謀
反
（
二
月
騒
動
）
を
起
こ
し
た
こ
と
、
こ
れ
を
契
機
に
日

蓮
聖
人
が
更
に
強
盛
に
諸
天
を
責
め
立
て
た
と
こ
ろ
、
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
二
月
一
四
日
に
佐
渡

流
罪
の
赦
免
状
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（

）
救
国
の
願

14
佐
渡
流
罪
を
赦
免
さ
れ
鎌
倉
に
帰
還
し
た
日
蓮
聖
人
を
、
幕
府
は
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
四
月
八
日

に
召
喚
し
、
侍
所
所
司
の
平
頼
綱
と
蒙
古
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
た
。
再
三
に
亘
る
日
蓮
聖
人
の
国

家
諫
暁
は
、
す
べ
て
内
憂
外
患
の
危
機
か
ら
こ
の
国
を
救
わ
ん
と
す
る
、
「
日
本
国
の
滅
び
ん
を
助
ケ
ン

」

（
『
光
日
房
御
書
』
一
一
五
五
頁
）
と
い
う
救
国
の
願
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
の
面
談
で
、
日
蓮
聖
人
は
、
蒙
古
襲
来
の
近
き
こ
と
に
つ
い
て
進
言
し
た
が
、
政
治
的
・
外
交

的
・
軍
事
的
解
決
を
目
指
す
頼
綱
と
、
宗
教
的
問
題
の
解
決
を
迫
る
日
蓮
聖
人
の
意
見
は
対
立
、
五
月
一

二
日
、
幕
府
に
み
か
ぎ
り
を
つ
け
た
日
蓮
聖
人
は
、
失
意
の
内
に
鎌
倉
を
後
に
し
た
。

な
お
、
第
三
国
諌
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
日
蓮
聖
人
は
、
国
を
預
か
る
者
は
、
正
邪
を
弁
え
て
政

を
行
っ
て
こ
そ
、
現
安
後
善
の
祈
り
が
叶
う
こ
と
を
、
「
仏
法
を
流
布
の
国
ノ

主
と
な
ら
む
人
々
は
、
能

々
御
案
あ
り
て
、
後
生
を
も
定
め
、
御
い
の
り
も
有
ル

べ
き
か
」
（
『
神
国
王
御
書
』
八
八
五
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。

（

）
厄
除
け
の
祈
願

15
四
条
頼
基
の
妻
と
さ
れ
る
日
眼
女
の
厄
年
に
際
し
、
日
蓮
聖
人
は
二
度
に
亘
り
、
厄
除
け
に
つ
い
て
教

示
し
て
い
る
。

は
じ
め
、
日
眼
女
が
三
三
歳
の
厄
年
に
あ
た
り
布
施
を
届
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
文
永
一
二
年
（
一
二

七
五
）
一
月
二
七
日
に
『
四
条
金
吾
殿
女
房
御
返
事
』
を
送
り
、
「
三
十
三
の
や
く
は
転
じ
て
三
十
三
の

さ
い
は
ひ
と
な
ら
せ
給
フ

べ
し
。
七
難
即
滅
七
福
即
生
と
は
是
也
。
年
は
わ
か
う
（
若
）
な
り
、
福
は
か

さ
な
り
候
ベ
し
」（
八
五
八
頁
）
と
教
示
し
て
い
る
。



次
い
で
日
眼
女
が
三
七
歳
の
厄
年
に
あ
た
り
釈
迦
仏
を
造
立
し
厄
除
け
の
供
養
を
日
蓮
聖
人
に
届
け
た

こ
と
に
対
し
て
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
二
月
二
日
、
『
日
眼
女
釈
迦
仏
供
養
事
』
を
著
し
、
「
今
日

眼
女
は
今
生
の
祈
リ

の
や
う
な
れ
ど
も
、
教
主
釈
尊
を
つ
く
り
ま
い
ら
せ
給
ヒ

候
へ
ば
、
後
生
も
疑
ヒ

な
し
」

（
一
六
二
五
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
併
せ
て
厄
除
け
の
守
り
を
送
っ
て
い
る
。

（

）
護
符
曼
荼
羅

16
本
門
の
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
を
本
尊
（
６
）

と
し
て
勧
請
し
た
大
曼
荼
羅
に
は
、
仏
典
か
ら
抄
出
さ
れ
た
要

文
等
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
法
華
経
の
要
文
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
法

華
経
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
「
病
即
消
滅
不
老
不
死
」
の
文
を
引
い
た
も
の
が
多
数
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら

が
無
始
以
来
の
謗
法
の
病
を
滅
除
す
る
意
図
の
も
と
製
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ

れ
ら
の
大
曼
荼
羅
の
中
に
は
、
実
際
に
当
病
平
癒
の
霊
験
・
利
益
を
込
め
た
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
（
７
）

。

ま
た
、
京
都
本
満
寺
蔵
の
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
八
月
一
三
日
染
筆
の
亀
若
護
本
尊
、
京
都
立
本
寺

蔵
の
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
八
月
一
四
日
染
筆
の
亀
姫
護
本
尊
は
、
護
符
的
性
格
を
有
す
る
護
符
曼
荼

羅
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点
の
曼
荼
羅
は
、
小
さ
く
折
り
た
た
ま
れ
、
そ
の
痕
跡
が

確
認
さ
れ
る
。
当
時
、
蒙
古
襲
来
に
あ
た
り
幕
府
は
異
国
警
護
の
た
め
全
国
に
軍
勢
を
催
促
し
て
い
た
が
、

九
州
へ
派
兵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
人
物
が
日
蓮
聖
人
の
檀
越
の
中
に
い
て
、
そ
の
家
族
に
護
符
と
し
て

授
け
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（
８
）

。

勧
請
さ
れ
る
諸
尊
も
、
諸
仏
・
四
菩
薩
・
不
動
・
愛
染
の
ほ
か
は
、
持
国
・
毘
沙
門
・
鬼
母
・
刹
女
・

天
照
・
正
八
幡
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
大
曼
荼
羅
と
比
べ
る
と
特
異
で
あ
る
が
、
こ
の
勧
請
形
態
か

ら
、
法
華
経
の
陀
羅
尼
品
の
行
者
守
護
の
諸
天
善
神
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
る
（
９
）

。
ま
た
、
多
く
の

大
曼
荼
羅
に
八
幡
大
菩
薩
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、こ
れ
ら
に
は
正
八
幡
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

正
八
幡
は
大
隅
の
正
八
幡
を
さ
し
、
九
州
鹿
児
島
の
大
隅
八
幡
を
あ
え
て
勧
請
し
た
意
図
は
、
や
は
り
九

州
出
兵
に
あ
て
て
の
護
符
で
あ
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

（

）
仏
天
加
護
の
祈
り

17
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
九
月
頃
、
越
後
へ
の
所
領
替
の
内
命
が
あ
っ
た
こ
と
を
拒
否
し
た
四
条
頼
基

に
対
し
て
、
近
習
の
人
か
ら
主
命
軽
視
・
所
領
没
収
の
声
が
あ
り
、
頼
基
は
訴
訟
を
起
こ
さ
ん
と
の
意
を

日
蓮
聖
人
に
報
じ
た
。
日
蓮
聖
人
は
、
翌
三
年
（
一
二
七
七
）
に
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
を
送
り
、
訴

訟
の
不
可
を
説
き
、
頼
基
に
対
し
て
謹
む
べ
き
心
構
え
を
教
諭
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
受
難
を
乗
り
切

る
に
は
、
出
家
と
在
家
が
異
体
同
心
に
仏
天
の
加
護
を
祈
請
す
べ
き
こ
と
を
伝
え
、

だ
ん
な
（
檀
那
）
と
師
と
を
も
ひ
あ
わ
ぬ
い
の
り
は
、
水
の
上
に
火
を
た
く
が
ご
と
し
。
又
だ
ん
な

と
師
と
を
も
ひ
あ
ひ
て
候
へ
ど
も
、
大
法
を
小
法
を
も
つ
て
を
か
（
犯
）
し
て
と
し
ひ
さ
し
（
年
久
）

き
人
人
の
御
い
の
り
は
叶
ヒ

候
は
ぬ
上
、
我
が
身
も
だ
ん
な
も
ほ
ろ
び
候
也
（
一
三
〇
三
頁
）

と
法
華
経
の
大
法
に
基
づ
い
た
祈
り
こ
そ
が
成
就
す
る
旨
を
強
調
し
て
い
る
。

（

）
当
病
平
癒
の
祈
り

18
極
楽
寺
良
観
の
信
者
で
あ
っ
た
江
馬
光
時
と
の
間
に
宗
教
的
葛
藤
が
あ
っ
た
四
条
頼
基
は
、
建
治
三
年

（
一
二
七
七
）
六
月
の
桑
ケ
谷
問
答
に
同
席
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
主
君
の
江
馬
氏
か
ら
勘
当
を
受
け
、

鎌
倉
長
谷
の
自
宅
に
蟄
居
し
て
い
た
。
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
九
月
頃
、
江
馬
氏
が
流
行
病
に
倒
れ
る



と
、
江
馬
氏
は
、
医
者
で
も
あ
っ
た
頼
基
の
治
療
が
必
要
に
な
っ
た
た
め
閉
門
謹
慎
を
解
い
て
召
出
す
こ

と
に
な
っ
た
。
事
の
次
第
を
報
じ
た
頼
基
に
対
し
、
日
蓮
聖
人
は
『
崇
峻
天
皇
御
書
』
を
送
り
、
但
行
礼

拝
の
心
得
を
諭
し
、

さ
て
は
な
に
よ
り
も
上
の
御
い
た
は
り
（
所
労
）
な
げ
き
入
リ

て
候
。
た
と
ひ
上
は
御
信
用
な
き
様

に
候
へ
ど
も
、
と
の
其
内
に
を
は
し
て
、
其
御
恩
の
か
げ
に
て
法
華
経
を
や
し
な
ひ
ま
い
ら
せ
給
ヒ

候
へ
ば
、
偏
に
上
の
御
祈
と
ぞ
な
り
候
ら
ん
（
一
三
九
〇
頁
）。

と
、
主
君
に
信
心
は
な
く
と
も
、
頼
基
の
法
華
経
の
祈
り
は
成
就
し
て
、
必
ず
や
病
気
平
癒
の
祈
願
と
な

る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

（

）
内
憂
外
患
の
解
消

19
日
蓮
聖
人
は
、
檀
越
を
通
じ
て
、
檀
外
か
ら
祈
祷
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
弘
安

元
年
（
一
二
七
八
）
の
『
大
学
三
郎
御
書
』
で
は
、
大
学
三
郎
と
親
交
の
あ
っ
た
安
達
泰
盛
が
、
何
ら
か

の
祈
祷
を
大
学
三
郎
を
通
じ
て
日
蓮
聖
人
に
依
頼
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

い
の
り
な
ん
ど
の
仰
セ

か
う
ほ
る
べ
し
と
を
ぼ
へ
候
は
ざ
り
つ
る
に
、
を
ほ
せ
た
び
て
候
事
の
か
た

じ
け
な
さ
。
か
つ
は
し
（
師
）
な
り
、
か
つ
は
弟
子
な
り
、
か
つ
は
た
ん
な
（
檀
那
）
な
り
。
御
た

め
に
は
く
び
も
き
ら
れ
、
遠
流
に
も
な
り
候
へ
。
か
わ
る
事
な
ら
ば
い
か
で
か
か
わ
ら
ざ
る
べ
き
、

さ
れ
ど
も
此
事
は
叶
フ

ま
じ
き
に
て
候
ぞ
（
一
六
一
九
頁
）

と
み
え
る
。

安
達
泰
盛
（
一
二
三
一
～
一
二
八
五
）
は
、
鎌
倉
時
代
の
御
家
人
で
、
代
々
秋
田
城
を
管
し
た
と
こ
ろ

か
ら
秋
田
城
介
と
称
し
、
日
蓮
聖
人
も
城
殿
・
城
介
殿
と
呼
ん
で
い
た
。
龍
口
法
難
の
際
に
は
大
学
三
郎

の
働
き
か
け
で
、
日
蓮
聖
人
の
助
命
活
動
に
協
力
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

当
時
の
幕
府
内
部
で
は
、
幕
政
を
運
営
・
執
行
す
る
得
宗
被
官
と
、
幕
府
に
雇
わ
れ
る
武
士
集
団
の
御

家
人
と
の
間
で
、
恩
給
を
巡
る
確
執
が
生
じ
て
い
た
。
永
ら
く
戦
乱
の
な
い
時
代
が
続
い
た
た
め
、
御
家

人
は
恩
給
・
褒
美
（
土
地
）
を
充
分
に
与
え
ら
れ
な
い
状
態
が
長
く
続
き
、
二
度
の
外
寇
に
よ
っ
て
も
幕

府
は
土
地
や
戦
利
品
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
恩
賞
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
御
家
人
の
困
窮
化
は
加
速
し
、

不
満
が
募
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
外
様
御
家
人
の
代
表
で
あ
る
安
達
泰
盛
と
、
得
宗
家
の
代
表
で

あ
る
侍
所
所
司
の
平
頼
綱
は
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
頃
よ
り
権
威
を
争
う
よ
う
に
な
り
、
弘
安
八
年

（
一
二
八
五
）
、
得
宗
家
と
御
家
人
の
抗
争
と
な
っ
た
霜
月
騒
動
に
お
い
て
安
達
泰
盛
一
族
は
平
頼
綱
に

滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
平
頼
綱
も
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
、
泰
盛
の
外
孫
（
北
条
時
宗
の
子
）
に

あ
た
る
北
条
貞
時
の
討
手
に
急
襲
さ
れ
、
鎌
倉
の
自
邸
で
一
族
九
〇
余
人
と
自
害
し
て
い
る
（
平
頼
綱
の

乱
、
平
禅
門
の
乱
）
。
二
度
の
元
寇
と
こ
れ
ら
の
内
乱
は
、
の
ち
に
鎌
倉
幕
府
崩
壊
の
直
接
的
原
因
と
な

っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

恐
ら
く
は
、
そ
の
よ
う
な
内
憂
外
患
の
政
情
不
安
の
折
に
、
安
達
泰
盛
は
日
蓮
聖
人
に
何
ら
か
の
救
い

を
求
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（

）
公
場
対
決
の
願

20
南
三
北
七
の
異
執
を
破
折
し
た
智
顗
、
南
都
六
宗
の
碩
徳
を
論
破
し
た
最
澄
（
『
開
目
抄
』
（
五
四
〇

～
五
四
一
頁
）
を
顕
彰
し
、
三
国
四
師
の
系
譜
に
連
な
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
、

『
立
正
安
国
論
』
上
奏
に
始
ま
る
国
家
諫
暁
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
は
、
公
の
場
で
他
宗
と
法
論
を
交
わ

し
て
法
華
経
と
諸
経
と
の
勝
劣
を
決
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。



そ
れ
ま
で
も
、
鎌
倉
で
は
道
阿
道
教
・
能
安
ら
（
『
論
談
敵
対
御
書
』
二
七
四
頁
）
と
、
佐
渡
の
塚
原

問
答
で
は
弁
成
ら
（
『
法
華
浄
土
問
答
鈔
』
五
一
八
～
五
二
一
頁
）
と
直
接
に
法
論
を
交
わ
し
た
こ
と
は

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
公
場
で
の
対
論
は
、
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
三
月
二
一
日
の
『
諸
人
御
返
事
』
（
一
四
七
九
頁
）
に
は
、
こ
の
頃
、
門
弟

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
公
場
対
決
実
現
の
報
に
、
日
蓮
一
生
の
所
願
成
就
で
あ
る
と
悦
ん
で
い
る
。
公
場
対
決

は
、
ま
さ
に
日
蓮
聖
人
の
悲
願
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（

）
除
病
延
寿
の
祈
祷

21
日
蓮
聖
人
は
、
檀
越
よ
り
病
の
知
ら
せ
を
受
け
れ
ば
、
実
際
に
当
病
平
癒
・
息
災
延
命
の
祈
祷
を
行
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
一
一
月
二
五
日
、
富
木
常
忍
よ
り
身
延
の
日
蓮
聖
人
の
許
に

不
断
法
華
経
の
読
誦
料
と
米
の
供
養
が
届
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
、
夫
妻
に
充
て
て
『
富
城

殿
女
房
尼
御
前
御
書
』
と
『
富
城
殿
女
房
尼
御
前
御
書
』
を
送
っ
た
。

『
富
城
殿
女
房
尼
御
前
御
書
』
（
一
七
一
〇
頁
）
の
中
で
、
日
蓮
聖
人
は
、
久
し
く
闘
病
生
活
を
送
っ

て
い
た
富
木
常
忍
の
妻
に
対
し
て
寿
命
長
遠
を
祈
願
し
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
修
法
に
よ
っ
て
祈
願
が
な
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（

）
後
生
の
祈
り

22
安
房
国
の
白
浜
の
御
厨
の
荘
園
領
主
の
関
係
者
で
あ
っ
た
「
領
家
の
尼
ご
ぜ
ん
」
（
一
一
三
五
頁
）
と

同
一
人
物
（1

0

）

と
さ
れ
る
大
尼
は
、
か
つ
て
日
蓮
聖
人
が
両
親
と
も
ど
も
世
話
に
な
っ
た
「
日
蓮
が
重
恩

の
人
」
（
八
六
九
頁
）
で
あ
り
、
一
時
は
日
蓮
聖
人
の
檀
越
に
も
加
わ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
龍
口
法
難
に

際
し
て
退
転
し
た
一
人
で
あ
る
。
嫁
ま
た
は
娘
と
推
定
さ
れ
る
新
尼
か
ら
本
尊
の
授
与
を
依
頼
さ
れ
た
時

も
、
日
蓮
聖
人
は
大
尼
の
退
転
を
咎
め
、
新
尼
だ
け
に
本
尊
を
授
与
す
る
と
い
っ
た
厳
格
な
態
度
を
示
し

て
い
る
。

大
尼
は
、
そ
の
後
も
後
生
善
処
の
祈
念
を
日
蓮
聖
人
に
依
頼
し
た
こ
と
が
、
『
大
尼
御
前
御
返
事
』
に

み
え
、日

蓮
が
弟
子
に
は
を
は
せ
ず
。
よ
く
よ
く
内
を
し
た
た
め
て
を
ほ
せ
を
か
ほ
り
候
は
ん
。
な
づ
き
（
頭

脳
）
を
わ
り
、
み
（
身
）
を
せ
め
て
、
い
の
り
て
み
候
は
ん
。
た
ゞ
さ
き
（
先
）
の
い
の
り
と
を
ぼ

し
め
せ
。
こ
れ
よ
り
後
は
、
の
ち
の
事
を
よ
く
よ
く
御
か
た
め
候
へ
（
一
七
九
六
頁
）

と
、
今
生
の
謗
法
の
罪
で
は
現
世
安
穏
は
難
し
い
こ
と
、
来
世
に
霊
山
往
詣
で
き
る
よ
う
今
生
の
功
徳
を

積
む
こ
と
な
ど
を
諭
し
て
い
る
。

（

）
霊
山
再
会
の
願

23
日
蓮
聖
人
に
は
、
建
治
年
間
頃
よ
り
、
門
弟
と
の
死
別
を
通
じ
て
晩
年
に
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
「
霊
山
往
詣
」
の
念
が
見
え
て
く
る
。
法
華
経
如
来
寿
量
品
に
「
常
在
霊
鷲
山
」
「
常
住
此
説
法
」
と

説
示
さ
れ
る
と
お
り
、
釈
尊
の
魂
は
、
今
も
霊
鷲
山
に
留
ま
り
続
け
て
お
り
、
滅
後
の
衆
生
も
「
質
直
意

柔
軟

一
心
欲
見
仏
」
の
思
念
で
法
華
経
の
信
心
を
た
も
っ
て
い
れ
ば
、
肉
体
的
な
死
が
訪
れ
て
も
、「
倶

出
霊
鷲
山
」
よ
ろ
し
く
霊
山
浄
土
で
釈
尊
や
日
蓮
聖
人
に
拝
顔
し
、
あ
る
い
は
法
華
経
の
信
心
に
生
き
た

人
々
や
家
族
に
再
会
す
る
よ
ろ
こ
び
が
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
『
国
府
尼
御
前
御
書
』
に
は
、
「
後
生
に
は
霊
山
浄
土
に
ま
い
り
、
あ
ひ

ま
い
ら
せ
ん
」
（
一
〇
六
四
頁
）
、
あ
る
い
は
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
の
『
是
日
尼
御
書
』
に
は
、
「
霊



山
浄
土
に
て
は
か
な
ら
ず
ゆ
き
あ
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
し
」
（
一
四
九
四
頁
）
と
説
い
て
、
日
蓮
聖
人
自
身

が
来
世
に
、
国
府
入
道
夫
妻
と
霊
山
で
再
会
で
き
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。

ま
た
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
『
千
日
尼
御
返
事
』
で
は
、
「
い
そ
ぎ
い
そ
ぎ
法
華
経
を
ら
う
れ

う
（
粮
料
）
と
た
の
み
ま
い
ら
せ
給
ヒ

て
、
り
や
う
ぜ
ん
（
霊
山
）
浄
土
へ
ま
い
ら
せ
給
て
、
み
ま
い
ら

せ
さ
せ
給
フ

べ
し
」
（
一
七
六
二
頁
）
と
阿
仏
房
と
永
別
し
た
千
日
尼
に
対
し
て
霊
山
で
の
再
会
を
期
待

し
て
信
心
堅
固
を
勧
め
、
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
の
『
光
日
上
人
御
返
事
』
に
は
、
「
何
ニ

況
ヤ

今
の
光

日
上
人
は
子
を
思
フ

あ
ま
り
に
、
法
華
経
の
行
者
と
成
リ

給
ふ
。
母
と
子
と
倶
に
霊
山
浄
土
へ
参
り
給
フ

べ

し
。
其
時
御
対
面
い
か
に
う
れ
し
か
る
べ
き
。
い
か
に
う
れ
し
か
る
べ
き
」
（
一
八
八
〇
頁
）
と
、
光
日

房
（
光
日
尼
）
が
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
に
死
別
し
た
子
弥
四
郎
と
の
再
会
を
果
た
せ
る
こ
と
を
念

じ
て
い
る
。

特
に
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
夫
七
郎
（
兵
衛
七
郎
か
）
を
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
我
が

子
七
郎
五
郎
を
喪
っ
た
南
条
兵
衛
七
郎
の
妻
（
南
条
七
郎
次
郎
時
光
の
母
）
と
の
や
り
と
り
で
は
、
「
霊

山
を
期
す
」
と
い
う
思
念
が
重
ね
重
ね
教
諭
さ
れ
て
い
る
。
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
九
月
六
日
の
『
上

野
殿
後
家
尼
御
前
御
書
』
で
は
、
冒
頭
で
、
南
條
七
郎
五
郎
逝
去
の
訃
報
に
接
し
、
父
母
・
兄
弟
・
夫
に

先
立
た
れ
、
た
だ
頼
り
と
し
て
い
た
息
子
に
も
先
立
た
れ
た
尼
の
悲
し
み
を
慰
め
、
追
伸
に
「
さ
は
候
へ

ど
も
釈
迦
仏
・
法
華
経
に
身
を
入
レ

て
候
ヒ

し
か
ば
臨
終
目
出
た
く
候
ヒ

け
り
。
心
は
父
君
と
一
所
に
霊
山

浄
土
に
参
り
て
、
手
を
と
り
頭
を
合
わ
せ
て
こ
そ
悦
ば
れ
候
ふ
ら
め
」
（
一
七
九
四
頁
）
と
、
父
子
が
霊

山
で
の
再
会
を
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
、
四
十
九
日
忌
に
あ
た
っ
て
し
た
た
め
た
同
年
一
〇
月
二
四
日
の
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』

で
は
、乞

ヒ

願
ハ
ク

ば
悲
母
我
子
を
恋
シ

く
思
食
し
給
フ

な
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ヘ

さ
せ
給
て
、
故
南
条
殿

・
故
五
郎
殿
と
一
所
に
生
マ

れ
ん
と
願
は
せ
給
へ
。
一
つ
種
は
一
つ
種
、
別
の
種
は
別
の
種
。
同
ジ

妙

法
蓮
華
経
の
種
を
心
に
は
ら
ま
せ
給
ヒ

な
ば
、
同
ジ

妙
法
蓮
華
経
の
国
へ
生
れ
さ
せ
給
フ

べ
し
。
三
人

面
を
な
ら
べ
さ
せ
給
は
ん
時
、
御
悦
ビ

い
か
が
う
れ
し
く
お
ぼ
し
め
す
べ
き
や
（
一
八
一
三
頁
）

と
述
べ
、
更
に
末
文
で
は
、

故
五
郎
殿
の
御
信
用
あ
り
し
法
華
経
に
つ
か
せ
給
ヒ

て
、
常
住
不
壊
の
り
や
う
山
浄
土
へ
ま
い
ら
せ

さ
せ
給
へ
（
一
八
一
七
頁
）

と
示
さ
れ
る
。
日
蓮
聖
人
の
教
化
は
こ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
翌
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
正
月
の
『
上
野
尼

御
前
御
返
事
』
に
は
、
「
大
地
は
さ
ゝ
ば
は
づ
る
と
も
、
日
月
は
地
に
堕
チ

給
フ

と
も
、
し
を
（
潮
）
は
み

ち
ひ
ぬ
代
は
あ
り
と
も
、
花
は
な
つ
（
夏
）
に
な
ら
ず
と
も
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
ス

女
人
の
、
を
も

う
子
に
あ
わ
ず
と
い
う
事
は
な
し
」（
一
八
五
九
頁
）
と
励
ま
し
、
同
じ
法
華
経
を
信
じ
て
さ
え
い
れ
ば
、

霊
山
浄
土
で
の
再
会
を
果
た
せ
る
か
ら
と
、
む
や
み
に
悲
し
ま
な
い
よ
う
慰
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
霊
山
往
詣
の
念
は
、
特
に
晩
年
の
日
蓮
聖
人
の
檀
越
教
化
に
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
自
分
も

い
ず
れ
霊
山
に
詣
で
釈
尊
に
面
奉
拝
顔
し
た
い
、
と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

）
一
日
経

24
多
人
数
で
一
部
の
経
を
一
日
で
書
き
終
え
る
一
日
経
の
頓
写
行
は
、
死
後
の
地
獄
の
重
苦
に
あ
え
ぐ
人

を
一
日
の
う
ち
に
救
済
す
る
目
的
で
始
ま
っ
た
写
経
功
徳
の
善
業
を
い
い
、
こ
と
に
法
華
経
の
頓
写
経
が

多
く
修
さ
れ
た
。
そ
の
起
源
は
『
法
華
伝
記
』
に
求
め
ら
れ
る
。

『
地
引
御
書
』
に
よ
れ
ば
、
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
一
一
月
二
四
日
に
、
身
延
の
大
坊
・
厩
等
の
落



慶
の
日
に
大
師
講
と
共
に
延
年
の
舞
が
営
ま
れ
、
午
後
に
は
頓
写
行
の
法
会
を
修
し
て
い
る
。
た
だ
し
頓

写
行
に
つ
い
て
は
、
「
一
日
経
は
供
養
し
さ
し
て
候
。
其
故
は
御
所
念
の
叶
ハ

せ
給
ヒ

て
候
な
ら
は
供
養
し

は
て
候
は
ん
」
（
一
八
九
五
頁
）
と
、
途
中
で
取
り
や
め
た
こ
と
が
説
か
れ
、
波
木
井
実
長
の
某
か
の
祈

念
が
成
就
し
て
か
ら
再
開
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（

）
当
病
平
癒
の
護
符

25
『
伯
耆
公
御
房
消
息
』
で
は
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
二
月
二
五
日
、
日
蓮
聖
人
は
、
日
朗
を
通
じ

て
日
興
に
護
符
の
作
法
を
伝
授
し
て
い
る
。
本
書
は
、
日
朗
の
代
筆
と
い
わ
れ
る
が
、
正
し
く
は
日
蓮
聖

人
の
意
思
を
伝
え
た
日
朗
の
書
状
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
、
檀
越
（
南
条
時
光
か
）
よ
り
贈
ら
れ
た
馬
を

日
蓮
聖
人
に
見
せ
た
こ
と
を
報
じ
、
日
興
に
対
し
て
病
気
の
南
条
時
光
の
た
め
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
護
符

を
作
っ
て
送
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
護
符
の
使
用
法
に
つ
い
て
は
、
「
寅
卯
辰
の
刻
に
し
や
う
じ
が
は
（
精
進
河
）
の
水
と
り
よ
せ

さ
せ
給
い
候
て
、
こ
の
き
や
う
も
ん
（
経
文
）
を
は
い
（
灰
）
に
や
き
て
、
水
一
合
に
入
レ
テ

ま
い
ら
せ
候

て
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
フ

べ
く
候
」（
一
九
〇
九
～
一
九
一
〇
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
、
む
す
ぴ
に
か
え
て

以
上
、
出
家
・
立
宗
以
来
、
晩
年
に
至
る
ま
で
の
日
蓮
聖
人
の
祈
り
の
足
跡
を
、
祖
伝
の
時
系
列
に
沿

っ
て
整
理
し
た
。
祈
り
の
具
体
的
内
容
は
、
自
身
の
立
志
誓
願
・
所
願
成
就
に
は
じ
ま
り
、
皆
帰
妙
法
後

五
広
宣
、
法
華
行
者
守
護
、
国
家
安
寧
、
除
災
得
幸
、
霊
山
往
詣
、
現
世
安
穏
後
生
善
処
と
い
っ
た
よ
う

に
広
範
に
わ
た
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
の
祈
り
は
、
今
生
ば
か
り
の
こ
と
に
あ
ら

ず
、
来
世
の
成
仏
と
法
華
経
の
真
実
性
の
証
明
に
も
つ
な
が
る
営
み
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
「
大
地
は

さ
ゝ
ば
は
づ
る
る
と
も
、
虚
空
を
つ
な
ぐ
者
は
あ
り
と
も
、
潮
の
み
ち
ひ
ぬ
事
は
あ
り
と
も
、
日
は
西
よ

り
出
ヅ

る
と
も
、
法
華
経
の
行
者
の
祈
の
か
な
は
ぬ
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
祈
祷
鈔
』
六
七
九
頁
）
と

の
信
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
祈
り
は
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
総
願
た
る
「
衆
生
ハ

無
辺
ナ
レ
ド
モ

誓
―

願
ス

度
ス
ヲ

二

一

煩
悩
ハ

無
数
ナ
レ
ド

誓
―

願
ス

断
ツ
ヲ

法
門
ハ

無
尽
ナ
レ
ド
モ

誓
―

願
ス

知
ル
ヲ

仏
道
ハ

無
上
ナ
レ
ド

誓
―

願
ス

成
ズ
ヲ

」
の
四

二

一

二

一

二

一

弘
誓
願
に
端
を
発
し
、
四
弘
誓
願
に
帰
結
し
て
い
る
の
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
『
災
難
対
治
抄
』
一
七
〇
頁
、
『
立
正
安
国
論
』
二
一
七
・
一
四
六
五
頁
、
『
善
無
畏
鈔
』
四
〇
八

頁
、
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
四
五
三
頁
、
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
四
四
九
頁
、
『
祈
祷
鈔
』
六
八

五
・
六
八
六
頁
、
『
聖
人
知
三
世
事
』
八
四
三
頁
、
『
神
国
王
御
書
』
八
八
四
・
八
九
三
頁
、
『
王
舎

城
事
』
九
一
五
頁
、
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
九
六
四
・
九
七
九
～
九
八
二
頁
、
『
撰
時
抄
』
一
〇
〇

八
・
一
四
三
～
一
〇
四
六
・
一
〇
四
九
頁
、
『
三
三
蔵
祈
雨
事
』
一
〇
六
六
～
一
〇
六
九
頁
、
『
報

恩
抄
』
一
二
一
三
、
一
二
二
六
、
一
二
二
八
～
一
二
三
〇
頁
、
『
現
世
無
間
御
書
』
一
二
九
二
頁
、

『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
一
三
〇
四
頁
、『
下
山
御
消
息
』
一
三
二
一
～
一
三
二
三
・
一
三
二
七
頁
、

『
富
木
入
道
殿
御
返
事
』
一
五
二
二
頁
、
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
一
八
一
六
頁
、
『
富
城
入

道
殿
御
返
事
』
一
八
八
八
頁
ほ
か
。

（
２
）
河
村
孝
照
・
石
川
教
張
編
『
日
蓮
聖
人
大
事
典
』
国
書
刊
行
会
。

（
３
）
出
家
の
動
機
を
め
ぐ
る
近
年
の
学
説
と
し
て
は
、
「
仏
法
と
国
家
に
対
す
る
疑
問
」
（
山
川
智
応



『
日
蓮
聖
人
伝
十
講
』
上
巻
、
浄
妙
全
集
刊
行
会
社
、
一
九
二
一
年
）
、
「
無
常
観
」
（
高
木
豊
『
日

蓮
―
そ
の
行
動
と
思
想
―
』
、
評
論
社
『
日
本
人
の
行
動
と
思
想
』
四
、
一
九
七
五
年
）
、「
主
知
的

・
学
問
的
な
志
向
」
（
田
村
芳
朗
「
鎌
倉
仏
教
と
日
蓮
教
団
」
『
日
蓮
聖
人
研
究
』
所
収
、
平
楽
寺

書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
「
仏
法
の
道
理
と
現
実
と
の
矛
盾
に
対
す
る
疑
問
」
（
茂
田
井
教
亨
「
日
蓮

教
学
に
お
け
る
『
教
』
の
位
置
と
構
造
」『
大
崎
学
報
』
一
二
五
・
一
二
六
号
所
収
、
一
九
七
一
年
）
、

「
無
批
判
的
学
問
志
向
」
（
佐
々
木
馨
「
日
蓮
の
思
想
構
造
―
『
法
華
経
世
界
』
成
立
を
め
ぐ
っ
て

―
」
『
研
究
年
報

日
蓮
と
そ
の
教
団
』
第
一
集
所
収
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
「
宗
教
的

な
懐
疑
と
回
心
」
（
大
久
保
雅
行
「
日
蓮
に
お
け
る
回
心
の
構
造
―
少
・
青
年
期
の
宗
教
的
探
求
に

い
た
る
懐
疑
を
中
心
と
し
て
―
」
『
古
代
中
世
史
論
集
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
、

「
宗
教
的
懐
疑
と
罪
意
識
」
（
原
慎
定
『
日
蓮
教
学
に
お
け
る
罪
の
研
究
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九

九
九
年
）
等
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
帰
省
の
目
的
に
は
、（
一
）
東
条
景
信
と
領
家
と
の
所
領
争
い
の
解
決
ま
た
は
事
後
処
理
の
た
め
、

（
二
）
病
床
の
母
を
見
舞
う
た
め
、（
三
）
正
嘉
二
年
〈
一
二
五
八
〉
に
歿
し
た
父
の
墓
参
の
た
め
、

（
四
）
恩
師
道
善
房
を
法
華
経
へ
と
教
導
す
る
た
め
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
紀
野
一
義
氏
は
、『
日
蓮
―
民
衆
と
歩
ん
だ
不
屈
の
改
革
者
―
』（
広
済
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）

に
お
い
て
、
八
幡
社
頭
諌
言
は
、
日
蓮
聖
人
の
身
に
危
機
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
鶴
岡
八
幡
宮
の
周

辺
の
警
固
人
ら
に
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
松
葉
谷
法
難
の
際
に
日
蓮
聖
人
を
救
っ
た
の

も
こ
れ
ら
外
護
の
人
々
で
あ
り
、
弟
子
・
檀
越
も
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
っ
た
今
、
彼
ら
の
友
誼
に
今
一

度
期
待
し
た
の
で
な
い
か
と
推
察
す
る
。

（
６
）
大
曼
荼
羅
が
本
尊
な
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
勧
請
さ
れ
る
釈
迦
牟
尼
仏
こ
そ
が
本
尊
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
高
森
大
乗
稿
「
報
恩
抄
講
義
（
九
）
大
曼
荼
羅
は
本
尊
に
あ
ら
ず
？
」
『
法
華
』
一

〇
六
〇
号
（
法
華
会
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
７
）
荒
達
子
稿
「
日
蓮
聖
人
の
大
曼
荼
羅
に
つ
い
て
―
授
与
書
を
中
心
に
―
」
『
仏
教
学
論
集
』
二
六

号
（
立
正
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。
な
お
、
真
蹟
は
伝
わ
ら
な
い
が
、

駿
河
在
住
の
妙
心
尼
が
、
夫
の
当
病
平
癒
と
子
育
て
の
支
え
を
期
待
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
日
蓮
聖

人
は
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
八
月
一
六
日
に
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
を
し
た
た
め
、
「
こ
の
ま

ん
だ
ら
（
曼
荼
羅
）
を
身
に
た
も
ち
ぬ
れ
ば
、
王
を
武
士
の
ま
ほ
る
が
ご
と
く
、
子
を
を
や
の
あ
い

す
る
が
ご
と
く
、
い
を
（
魚
）
の
水
を
た
の
む
が
ご
と
く
、
草
木
の
あ
め
を
ね
が
う
が
ご
と
く
、
と

り
の
木
を
た
の
む
が
ご
と
く
、
一
切
の
仏
神
等
の
あ
つ
ま
り
ま
ほ
り
、
昼
夜
に
か
げ
の
ご
と
く
ま
ほ

ら
せ
給
フ

法
に
て
候
。
よ
く
よ
く
御
信
用
あ
る
べ
し
」
（
一
一
〇
二
頁
）
と
教
諭
し
、
幼
児
に
守
本

尊
を
書
き
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
該
当
す
る
曼
荼
羅
は
伝
存
し
な
い
。

（
８
）
中
尾
堯
稿
「
佐
渡
と
身
延
の
日
々
」
『
日
蓮
』
（
吉
川
弘
文
館
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
』
一

三
〇
、
二
〇
〇
一
年
）
、
「
日
蓮
聖
人
の
曼
荼
羅
本
尊
に
印
さ
れ
た
信
仰
の
跡
」
『
日
蓮
聖
人
と
法
華

仏
教
』(

大
東
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年)

他
参
照
。

（
９
）
た
だ
し
、
亀
姫
護
・
亀
若
護
に
は
、
陀
羅
尼
品
の
勇
施
・
薬
王
の
二
聖
は
勧
請
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
亀
若
護
と
同
日
に
染
筆
さ
れ
た
亀
弥
護
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
（
大
阪
府
個
人
蔵
）
に
は
、
四

天
王
が
揃
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
授
与
書
き
が
な
い
。

（

）
鎌
倉
名
越
に
屋
敷
を
有
し
て
い
た
「
名
越
の
尼
」
（
一
三
〇
九
頁
）
と
も
同
一
人
物
と
さ
れ
る
が

10
未
詳
。


